
株式会社 沖縄銀行

◆仕組み 国内の輸入者（お客様）と外国の輸出者との売買契約に基づいて行われる貨物
代金の決済を行うサービスです。

◆種類

①輸入信用状の開設・決済 （LETTER OF CREDIT 略称:L/C)

売買契約において信用状による支払の場合、当行が輸入信用状を外国銀行経由で輸
出者へ発行致します。本信用状に基づいて輸入代金の決済が行われます。

②代金取立の決済 （BILL FOR COLLECTION 略称：B/C)

輸出者のお取り引き銀行（外国銀行）から代金取立を当行が委任され、輸入者（お
客様）の資金を当該外国銀行へ送金致します。

③荷物引取保証 （LETTER OF GUARANTEE 略称：L/G)

輸入為替手形が未到着の場合、輸入荷物の引取にかかる保証を船会社に対して行う
サービスです。

④航空貨物の貸渡し （AIRWAY T/R）

航空貨物による輸入において、輸入為替手形が未到着の場合、航空会社に対して
引渡指示書（リリース・オーダー）を発行するサービスです。

⑤本邦ローン

当行が輸入為替に係る決済資金を輸入者（お客様）へ一定期間貸付を行うサービスです。

◆お申込み お取り引き内容に応じ、当行所定の申込書をご提出ください。
なお、信用状、保証、ローンに係るお取り引きにつきましては、お客様のお取
り引きの当行本支店でお申込みください。
*お申込み後、当行所定の審査手続が必要です。

・信用状開設保証料 3ｹ月毎の規定保証料率  最低8,000円
・信用状付輸入手形取扱手数料 外貨建：5,000円  円貨建：6,000円
・信用状なし輸入手形取扱手数料 外貨建：5,000円  円貨建：6,000円
・荷物引取保証料 1.1% 最低3,000円

*上記以外お取り引き形態等に応じ為替手数料、電信料・郵便料等の費用をご負担頂きます。

◆信用状付為替手形の決済 決済日当日のアクセプタンスレート （送金ﾍﾞｰｽはTTSﾚｰﾄ）

◆上記以外の決済等 決済日当日のTTSﾚｰﾄ

◆国際規則
　当行は国際商業会議所（ICC）で採択実施の国際規則に基づき、貿易決済業務を取扱います。
　・信用状統一規則　・取立統一規則　・インコタームズ　等

◆信用状
　信用状取引において『信用状取引約定書』で定める各条項に従い取扱いますので、内容をご
　確認の上、お取り引きください。

9.重要事項・リス
ク等の説明

3.取扱店舗 外為A店舗

4.対象者 法人及び個人の方

7.基本手数料

5.ｻｰﾋﾞｽ内容

6.手続き

8.適用相場

商品・サービス概要説明書（国際業務）

1.ｻｰﾋﾞｽ名 輸入為替のお取り引き

2.取扱時間 米ドルは午前10時15分頃から午後3時まで / 米ﾄﾞﾙ以外の通貨は午前11時30分頃から午後3時まで

UPDATE(2009.3) 15 15.輸入


